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寿建設株式会社 社員会会則 新旧対照表（令和 6(2024)年 4 月 1 日改定版） 

旧 新 

（会 費） 

第５条 1.会費は月５，０００円とし、４，５００円を旅行積

立、５００円を慶弔見舞金積立てとする。 

2.会費は、給与からの天引で事務局が徴収する。 

（事 業） 

第８条 1.毎年６月に社員会総会を開催する。 

2.慰安旅行又は親睦会を企画開催する。 

3.慶弔見舞金等の支給を行なう。 

結 婚 祝 金        ３０，０００－ 

出 産 祝 金        ２０，０００－ 

小学校入学祝金        ２０，０００－ 

中学校入学祝金        ３０，０００－ 

勤続１０年祝金        ３０，０００－ 

勤続２０年祝金        ５０，０００－ 

定年退職慰労金        １０，０００－ 

入院見舞金(2 週間以上) ２０，０００－ 

    弔 慰 金 

本 人           ３０，０００－ 

実父母・配偶者・子  ２０，０００－ 

義父母           １０，０００－ 

    供 花 料 

本人              ２０，０００－ 

実父母･配偶者･子･義父母 １０，０００－ 

 

 

 

 

（会 費） 

第５条 1.会費は月７００円とし、慶弔見舞金積立てとする。 

2.会費は、給与からの天引で事務局が徴収する。 

 

（事 業） 

第８条 1.毎年４月に社員会総会を開催する。 

2.親睦会を企画開催する。 

3.慶弔見舞金等の支給を行なう。 

結 婚 祝 金 ３０，０００円 

出 産 祝 金 ２０，０００円 

小学校入学祝金 ２０，０００円 

中学校入学祝金 ３０，０００円 

高校入学祝金 ５０，０００円 

勤続１０年祝金 ５０，０００円 

勤続２０年祝金 ８０，０００円 

勤続３０年祝金 １００，０００円 

勤続４０年以上祝金 １５０，０００円 

定年退職慰労金 ５０，０００円 

傷病見舞金(業務上疾病) 

(私 傷 病 等) 

３０，０００円 

２０，０００円 

弔慰金 

本人 ３０，０００円 

実父母・配偶者・子 ２０，０００円 

義父母 １０，０００円 

供花料 

本人 ２０，０００円 

実父母･配偶者･子･

義父母 
１０，０００円 
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旧 新 

 

第９条  この会則は平成４年４月１日から施行する。 

平成１４年４月１日改定 

平成１８年４月１日改定 

平成２１年４月１日改定 

 

＜附 則＞ 

1.この会則の改廃については、社員会総会の決議によっ

て行う。 

 

（改 廃） 

第９条 この会則の改廃については、社員会総会の決議によって

行う。 

 

 

 

附 則 

この会則は平成４年４月１日から施行する。 

平成１４年４月１日改定 

平成１８年４月１日改定 

平成２１年４月１日改定 

令和６年４月１日改定 

 

 


